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Résumé 

Cet article a pour but d'examiner le recrutement des « officiers » militaires et judiciaires de la maréchaussée en 

Haute-Normandie entre 1720 et 1750. Nous en avons analysé et reconstitué les formalités en dépouillant des documents 

dont l’essentiel est conservé aux Archives nationales et aux Archives départementales de la Seine-Maritime. De 

l’ensemble il ressort que les intentions de ceux qui ont hérité d’un office et qui sont candidats à sa charge exercent une 

grande influence sur le recrutement des officiers militaires et que leur niveau de ressources y joue aussi un rôle 

important. Il a donc été très difficile pour le pouvoir royal de contrôler entièrement le recrutement des officiers 

militaires qui conservaient encore leurs offices, et ce même après la réforme de 1720. Ce problème en constitue une de 

ses limites. Nous notons aussi que l'on exigeait peu de compétences de magistrat de la part des officiers militaires de la 

maréchaussée. Cela signifie inévitablement que, dans la justice prévôtale, les officiers judiciaires de la maréchaussée et 

ceux des autres tribunaux appelés comme juges suppléants remplissaient un rôle plus important que les officiers 

militaires. Il faut noter que malgré cela, le pouvoir royal a maintenu l'essence de la justice prévôtale, c'est-à-dire que les 

prévôts des maréchaux ont continué à l’exercer dans le cadre de la juridiction des maréchaux de France. 
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１．はじめに 

 本稿は、1720 年のマレショーセ改革を経た新生マ

レショーセにおいて、当時ともに « officier » と表記

された将校とプレヴォ裁判役人がどのような手続の

もとで採用されていたのかを検証するものである。 

 マレショーセは、フランス元帥  (maréchal de 

France) の代官であるプレヴォ・デ・マレショ (prévôt 

des maréchaux, prévôt général)（以下、プレヴォと略記）

とその副官 (lieutenant) が元帥の裁判権を行使し、

プレヴォ専決事件 (cas prévôtaux) を最終審として

裁いた国王の特別裁判所（プレヴォ裁判所）である。 

同時に、この組織はプレヴォの指揮下にある騎兵た

ちが主として田園地帯と幹線道路上の治安維持を担

う騎馬警察隊であり、さらに国王軍の一騎兵部隊で

もあった。その成員は中隊 (compagnie) を統括する

将校（プレヴォと副官）、プレヴォ裁判所において将

校 を 補 助 す る プ レ ヴ ォ 裁 判 役 人（陪席裁判官 

(assesseur)、国王検事 (procureur du Roi)、書記官）、そし

て同時代の文書では « archer »、« cavalier » 、ある

いは時に « garde » と表記される騎馬警察隊員（班の

指揮官と騎兵）に大別される。このうち、隊員の採用

に関して我々はすでにいくつかの研究を公にしてい

るので(1)、本稿では将校と裁判役人の採用に注目す

る。 

 同時代の文書にともに « officier » と表記されて

はいるものの、将校とプレヴォ裁判役人の法的資格
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は大きく異なっている。すなわち、1720 年の改革が

マレショーセに親任官 (commissaire) システムを部

分的に導入したことにより、前者が新マレショーセ

においても官職保有者 (officier) のままであったの

に対して、後者は、隊員と同様、親任官に変わった(2)。

国王役人のこの二つの形態はフランス絶対王政を語

る際にしばしば対立の構図をもって語られる(3)が、

新マレショーセは官職保有者と親任官をともに成員

として抱えていた。国王役人のほとんどが官職保有

者という絶対王政期にあって、マレショーセはこの

ように官職保有者と親任官が組織内に共存するだけ

でなく、後者の方が圧倒的に多い(4)という特徴を持

っていた。それにもかかわらず、この組織に関する

先行諸研究は、将校と裁判役人の就任・採用手続に

対してほとんど関心を示していないのである。 

 そこで、本稿は、研究史上のこの欠落を埋めるべ

く、先行研究で全く言及されていないマレショーセ

の « officiers » の採用・就任手続を、両者の法的身

分の違いに留意しつつ、史料に基づいて再構成し、

彼らの採用・就任が実際にどのように行われていた

のかを明らかにすることを目的とする。参照する史

料は主として、国立古文書館 (Archives nationales = 

A.N.) と セ ー ヌ ＝ マ リ テ ィ ー ム 県 古 文 書 館 

(Archives départementales de la Seine-Maritime = 

A.D.S.M.) 所蔵のマレショーセ関連文書である(5)。こ

こでの作業は、隊員の採用に関する研究とともに、

アンシアン・レジーム期の統治構造と社会構造の根

幹にある売官制 (vénalité des offices) をマレショー

セを介して再検討する上での緒論と位置づけられ

る。 

 研究の直接の対象としては、これまでと同様、18

世紀前半期（1720～1750年）のオート＝ノルマンディ

ー地方のマレショーセを設定する。当該地方ではル

アンとコードベックの２都市にプレヴォ裁判所が設

置され、ルアンにプレヴォ１名、副官２名、陪席裁

判官、国王検事、書記官が各１名、コードベックに

副官、陪席裁判官、国王検事、書記官が１名ずつ配

属された。当該時期に就任したのはプレヴォ２名、

副官７名、陪席裁判官５名、国王検事４名、書記官

４名である。 

以下、最初に、マレショーセ改革で親任官に変更

されたプレヴォ裁判役人、次いで改革後も官職保有

者のままであった将校の順に採用・就任手続を検討

することにしたい。 

 

 

２．プレヴォ裁判役人の採用・就任手続 

 1720 年のマレショーセ改革時の諸王令は、プレヴ

ォ裁判役人の人選、採用手続に関して多くを語らな

い。まず、1720 年３月の新マレショーセ創設の王令

第５条が、国王は自ら選んだ人物に対して陸軍卿を

介して親任状を与えると規定する(6)。次いで、1720

年４月９日の国王宣言が、新マレショーセの裁判役

人の職には可能な限りバイイ（セネシャル）裁判所 

(bailliage, sénéchausséee)（以下ではバイイ裁判所に代表

させる）の裁判役人を選ぶと規定して、プレヴォ裁

判役人とバイイ裁判所の裁判役人との兼任を促し、

彼らはコネタブリ＝マレショーセ (Connétablie et 

Maréchaussée de France)（以下ではコネタブリと略記） 

―軍人 (gens de guerre) 及び戦争に関わるすべてに

関して刑事と民事で裁くフランス元帥の裁判所― 

で受け入れられねばならないと命ずる(7)だけであ

る。先行研究も、マレショーセの裁判役人の人選、

採用手続の詳細について全く触れていない。したが

って、我々は、採用に際して実際に行われた手続を

史料から抽出して、彼らの採用手続を再構成しなけ

ればならない。 

 親任官制導入による変化やその効果を検証するた

めには、何よりもまず新マレショーセの最初の採用

に注目すべきところだが、我々の調査では、当該地

方における新生マレショーセの初代の裁判役人６名

の採用手続を詳らかにする史料は見つからなかっ

た。18世紀前半に採用されたプレヴォ裁判役人の中

で採用手続に関する史料が最もよく残っているの

は、コードベックのバイイ裁判所・上座裁判所の国

王検事 Alexandre Guillaume Leflameng がコードベ

ックのプレヴォ裁判所の国王検事職に就任する際の

手続(8)である。その前任者 Robert Cresté は 1738 年

12月 31日付で退職している(9)が、Leflameng の採用

手続はその半年以上前から開始され、前任者の退職

直後に一気に進んでいる。以下、1738 年から 1739

年にわたる Leflameng の採用手続を再構成してみ

よう。 

 

①請願者 (suppliant)（Leflameng のこと。以下同様）

に対して、国王が署名し、陸軍卿が副署した、

フ ラ ン ス 元 帥 あ る い はコネタブリ長官 

(lieutenant général de la Connétablie et 

Maréchaussée de France) 宛の 親 任勅許状 

(brevet de commission)（1738年６月３日付）が交

付される(10)。 

②請願者は、フランス元帥あるいはコネタブリ長



新生マレショーセにおける « officiers » の採用・就任手続 

―  ― 13

官に対して、上記親任勅許状のコネタブリ書記

局への登記と自身の受け入れを請願する（日付

なし）。 

③コネタブリ長官は上記請願書をコネタブリの

国王検事へ送付するよう命ずる（1739 年１月 10

日）。 

④コネタブリの国王検事は上記の親任勅許状の

登記、証人尋問 (information)・宣誓後の請願者

の受け入れ、証人尋問・宣誓手続の現地裁判所

への委託に関する請求を行う (requérir)（1739年

１月 10日）。 

⑤コネタブリ長官がコネタブリの国王検事の請

求を承認する（1739年１月 10日）；（親任状の登記：

１月 10日）。 

 

 ①の親任勅許状の冒頭で、国王は、1720 年３月の

王令によって、旧マレショーセとその官職を廃止し、

新たな組織と職を創設したこと、「朕の特別な親任官

職の資格で (à titre de commission particulière de nous) 

当該職務を遂行することが可能と朕が判断する朕の

役人 (officiers)(11)、臣民の中のある人物」にその職

を「委任する (commettre)」権利を自らに留保したこ

とを確認する。 

 次に、国王は、請願者 Leflameng に関して事前に

提供された好意的な証言 ―文面上、国王はこの証言

に基づいてこの職を彼に委任したことになっている

― の内容を列挙する形で、プレヴォ裁判所の国王検

事の職に求められる資質、条件を示す。すなわち、

「能力、裁判関係の諸問題における経験、誠実さ、

公明正大さ、用心深さ、賢明なる振る舞い、熱意、

忠誠、朕に対する奉仕及び裁判の利益と公共の安寧

の維持に対する格別の熱意 (la capacité, expérience 

dans les affaires de judicature, probité et intégrité 

vigilance sage conduitte zèle fidélité et affection 

particulière tant à notre service que pour le bien de la 

justice et le maintien de la tranquilité publique)」である。

ほとんど同じ表現が他のプレヴォ裁判役人の親任勅

許状にも見られるので(12)、これは法曹の就任の際の

定型表現、そして法曹に望まれた一般的な資質と考

えられるだろう。 

  引き続いて職務内容、職に伴う特権などを示した

後、国王は、フランス元帥あるいはコネタブリ長官

に対して、証人尋問の形で請願者の人物調査及び資

格審査をするよう依頼する。ここで指示されるのは、

良好な生活及び品行、ローマ・カトリックの信仰、

満 25 歳の 年齢  (bonnes vie et mœurs, religion 

catholique apostolique et romaine et âge de vingt cinq 

ans accomplis)」のチェックだが、④によれば、以上

に加えて、国王及び公共への奉仕 (service du Roi et 

du public) に対する熱意、中隊内における親族・姻

族の有無(13)、職務遂行能力 ―より具体的には弁護

士 (avocat) 資格の証明― などが検査されている。 

 ところで、②の請願書提出の際、請願者は、「所用 

(ses affaires)」のため、宣誓しにパリに赴くことがで

きないとして、コネタブリでの受け入れ手続を現地

の国王裁判所の裁判官に委託するように求めてい

る。先述のように、Leflameng はコードベックのバ

イイ裁判所・上座裁判所の現職の国王検事であった。

そこでの勤務を考えれば、パリのコネタブリに出向

くのは難しかっただろう(14)。この請願を受けて、コ

ネタブリの国王検事は④において、請願者の調査・

宣誓手続をコードベックのヴィコント (vicomte)(15)

に委託するよう請求している(16)。この調査委託には

期限が設けられており、ヴィコントは２ヶ月以内に

関係書類をコネタブリに返送しなければならない。 

 こうして、本来はパリのコネタブリで進む手続が、

現地の国王裁判所に委託された。以降の手続はコー

ドベックのヴィコント裁判所で進む。⑤と⑥の手続

の間にコネタブリと請願者はそれぞれ以下の手続を

進めている。コネタブリは親任状を登記し、共助依

頼書 (commission rogatoire)(17)をコードベックのヴィ

コントに対して発送している。請願者は洗礼記録の

謄本、弁護士の登記証明といった必要書類を準備す

る。コードベックでの手続は Leflameng による請願

から始まる。 

 

⑥請願者がコードベックのヴィコントに対して、

証人尋問及び宣誓の手続を開始するよう請願

する（日付なし）。 

⑦ヴィコントがヴィコント裁判所の国王検事（以

下の国王検事はすべてヴィコント裁判所の国王検

事）に関係書類を送付させる（1739年１月 16日）。 

⑧国王検事が上記の証人尋問手続を請求する

（1739年１月 16日）。 

⑨ヴィコントが国王検事の請求を承認し、証人尋

問の実施を命ずる（1739年１月 16日）。 

⑩ヴィコントが３名の証人に対して証人尋問を

実施する（1739年１月 16日）。 

⑪請願者がヴィコントに対して宣誓の実施、受け

入れを請願する（日付なし）。 

⑫ヴィコントが上記の請願書及び全ての関係書

類を国王検事に対して送付させる（1739 年１月
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16日）。 

⑬国王検事が請願者の宣誓後の受け入れを請求

する（1739年１月 17日）。 

⑭ヴィコントによる全関係書類の確認と朗読、請

願者による宣誓の後、ヴィコントが請願者を受

け入れる（1739年１月 17日）。 

 

 ⑥の際、請願者が請願書とともにヴィコントに提

出したのは、親任状、コネタブリによる共助依頼書、

洗礼記録の謄本、（高等法院付き）弁護士及びコード

ベックのバイイ裁判所の国王検事の資格証明であ

る。⑧でヴィコント裁判所の国王検事は証人尋問を

請求するが、その際、法廷に召喚される証人を指名

したのは国王検事である。上記の事例では、ヴィコ

ント裁判所の国王検事が不在であったのか、別の者

が代行している。⑩で尋問された証人は３名で、コ

ードベック在住の聖職者１名と法曹２名である。ヴ

ィコントはヴィコント裁判所の書記官を立ち会わ

せ、彼らを別々に尋問している。 

 就任予定者の宣誓は、彼が初めて国王裁判関係の

職務に就く場合のみ行われる。国王裁判関係の官職

に就いた時すでに宣誓している場合は、新たな宣誓

は免除され、コネタブリと現地のマレショーセそれ

ぞれの書記局に、この親任勅許状と現在の官職ある

いはかつての官職の受け入れ及び宣誓証明 (acte de 

réception et prestation de serment) を登記するだけで

よい（1720年４月９日の国王宣言）。 

  しかし、上記国王宣言の免除規定にもかかわらず、

Leflameng は宣誓を行っている。宣誓の内容は、第

一に「適切かつ忠実に国王及び公衆に奉仕する 

(bien et fidèlement servir le Roi et le public)」こと、第

二に王令、コネタブリの裁決・規則・命令を遵守す

ること、第三に当該親任官職に関して民事において

も刑事においてもコネタブリの裁判権に服するこ

と、第四にコネタブリの裁判権の維持 (conservation) 

に留意することの４点である。 

 

 以上、国王検事 Leflameng の採用・就任手続を再

構成し、それぞれのプロセスの内容を検討してきた。

旧マレショーセにおける裁判役人の売官制の問題点

は、プレヴォ寄りの人物が陪席裁判官職を購入し、

プレヴォ裁判役人によるプレヴォ裁判の統制が機能

しなくなることであった(18)。プレヴォ裁判役人が官

職保有者から親任官に変更されることによって、こ

の問題は新マレショーセでは改善の方向に向かった

と考えられるが、それを検証するためには採用候補

者選定の経緯が明らかにされねばならない。すなわ

ち、誰が、どの時点で、どのように、候補者を選定

したのか、前任者が後任を推薦できたのか、自薦は

できたのか、その推薦や自薦はどの程度受け入れら

れたのか、などである。しかし、ここで再構成され

た手続の前の段階を語る史料は見つからず、採用候

補者選定の経緯を明らかにすることは難しい(19)。 

 ここではとりあえず、当該時期に採用されたプレ

ヴォ裁判役人 13名中 10名がバイイ裁判所ないし上

座裁判所の裁判役人であり(20)、王令の規定がほぼ遵

守されていること、したがって、採用の候補者の範

囲はごく限られていたことを指摘するに留めよう。 

 

３．将校の採用・就任：条件と手続  

 新マレショーセに所属する将校は、プレヴォとそ

の副官である(21)。1720 年のマレショーセ改革によっ

て、各総徴税管区のマレショーセの中隊を指揮する

のは総プレヴォ（プレヴォ）１人だけとされ、そのプ

レヴォを副官数名が補佐した。副官の数は中隊によ

って異なり、オート＝ノルマンディーの中隊の場合、

プレヴォ裁判所がある２つの都市に計３名、すなわ

ちルアンに２名、コードベックに１名が配属されて

いた。 

 以下、本章では、まず将校の就任条件について確

認し、次に彼らの就任手続を再構成し、最後にその

手続中に発生した問題の検討によって就任の実態に

ついて明らかにする。 

 

3. 1. 採用・就任の条件 

 マレショーセの将校の採用・就任条件は、16世紀

後半のいくつかの法令で規定されている。当初は職

務遂行能力を持つ貴族及び在地の名士（1563年 10月

14日の規則 (règlement)）とか在地の貴族・名士（1564

年８月の王令第１条）のように簡単な規定であった

が、1566 年 12月 11日の国王宣言では「身分が高く、

経験豊富であり、熱心で、誠実な人物  (gens de 

qualité, experience, diligence & prud'hommie)」が叙任

されると若干具体的に規定されている。1598 年６月

18日の国王宣言では条件はさらに厳しくなって、歩

兵部隊で４年間の指揮経験があり、最低でも 500 リ

ーヴルのラント公債を持ち、「良い評判と誠実さ」を

証明できる貴族あるいは名士というように、身分の

高さや品行方正に加え、軍隊での指揮経験や職務を

維持する経済力がより明確に求められている(22)。 

 1720 年３月の新マレショーセ創設の王令第４条

は、マレショーセの将校の官職について、「有能かつ
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軍務に精通し」、「国王軍で最低でも継続して４年間

軍務に就いていた」人物を得るために、「世襲可能な

正式の 官 職 と し て  (en titre d'offices formés et 

hériditaires) 」創設する、と規定する。以上の条件の

うち、「有能かつ軍務に精通し」ているか否かの検証

は容易ではないが、国王軍に「少なくとも勤続４年

以上」勤務しているかどうかは客観的に判断できる。 

 当該時期、オート＝ノルマンディーのマレショー

セに勤務した９名の将校(23)のうち、国王軍に少なく

とも勤続４年間という条件のクリアを確認できるの

は５名。まず、２名のプレヴォ、すなわち初代の

Jacques de Tourtelon Desplantiers（騎兵中隊の中隊長 

(capitaine) などに 35 年間）と彼を継いだ Jean Nicolas 

de Cambon（近衛中隊 (Garde du corps du Roi) に 12年

間）。そして、ルアンの副官 Gabriel Blandin（旧マレ

ショーセの副官などで 38年間）、Julien They des Petits 

Prés（近衛中隊に６年間）、Nicolas Balthazard Baudry（ブ

ルターニュ軽騎兵隊の騎兵 (gendarme dans les chevaux 

légers de Bretagne) として 15年間）だけである。   

 ルアンの初代副官の１人 Charles Roger の軍隊経

験に関する記述は全く見あたらず、コードベックの

副官２名については Jean Laugier が歩兵中隊の中

隊長であったこと、Nicolas Moreau が近衛中隊出身

であったことが記載されているのみで、両者の勤務

年数に関する記述はない。 

 ルアンの副官 François Dieulafait de Taifaville にい

たっては、就任手続の際、この条件を満たさないこ

とがはっきりと言及され、条件が免除されている。

すなわち、「1720 年３月の朕の王令第４条で求めら

れた４年間を朕の軍隊で勤めていないものの、朕は

当該書状をもって、彼に対してこの条件を免除した

し、免除するものである」というのである(24)。彼は、

就任の１年後、当地のマレショーセの問題点を指摘

する報告書を地方長官に提出しているが、その際、

地方長官から、活発で求めてやまぬ性格であり、職

務の利益 (bien du service) を愛する長所などいくつ

かの長所を兼ね備えている、と好意的に評価されて

いる(25)。また、後にラ・ロシェル総徴税管区の中隊

のプレヴォに昇進している(26)。40歳でこのポストに

就いた Taifaville がそれまでどのような職を経たの

かは不明である。しかし、上述の２つの事実から判

断すれば、勤続４年間の軍隊経験、軍務に精通とい

う条件を免除してもなお、採用に値するほど有能な

人物であったのだろう。 

 

 

3. 2. 採用・就任の手続 

 新マレショーセにおいて将校は唯一、官職保有者

である(27)。彼らの就任手続を具体的に見る前に、官

職保有者の就任手続を大まかに押さえておこう。 

 官職を購入しようとする者はまず、国王に官職権

利金 (finance) を支払う。国王は官職叙任状 (lettres 

de provision) を交付し、その人物を「その官職に任

ずる (pourvoir de l'office)」。こうして候補者は「受任

者 (pourvu)」となるが、まだ、「官職に関する権利 

(droit en l'office)」を持っているにすぎない。官職保

有者としての身分と資格を得るためには、所属する

ことになる団体 (compagnie) での受け入れが必要

である。仮に受け入れが拒否された場合、国王は権

利金を払い戻すか、他の官職に任命することになる。

受け入れの際、候補者は法廷で職務の誠実な遂行を

宣誓する。この受け入れ、宣誓後の官職保有者は、

瀆職 (forfaiture) と国王による官職権利金の払い戻

しの場合を除いて、罷免されることはない(28)。 

 さて、1720 年３月の王令第４条によれば、将校の

就任手続は、①陸軍卿による証明書の交付、②陸軍

卿の証明書に基づく官職叙任状の獲得、③陸軍卿の

証明書、官職叙任状のフランス元帥への提出、フラ

ンス元帥の認可、コネタブリにおける受け入れ、④

官職叙任状及び受理証書のプレヴォ駐在地のマレシ

ョーセ書記局への登記、と進むとされている。しか

し、国立古文書館に残る、就任に関する文書を繙け

ば、実際の手続はより複雑である。ここでは、就任

前後の状況を明らかにする史料がよく残っている、

ルアンの副官 J. They des Petits Prés の就任手続を文

書によって再構成してみよう(29)。 

 1733 年 12月２日、前任者 Charles Roger が死去す

る。翌 1734 年１月 23日、Roger の相続人が国王に

対して証書 (acte) によって後任候補に Petits Prés 

を指名し、推薦する。採用を請願する Petits Prés は

自らが任命 (nomination) されるために、まず、916

リーヴル 13 ソル４ドゥニエの襲職税  (droit de 

survivance) を支払い（領収書は 1734年３月６日付）
(30)、

続いて官職取得税 (marc d'or) 388 リーヴル 16ソル

の支払い（領収書は同年３月 16日付）を終えている(31)。

国王による官職叙任状は同年３月 29 日付で交付さ

れている。この際、国王が請願者の就任を承認する

根拠とするのは、彼の国王軍における経歴に関して

陸軍卿が提出した証明書で、この証明書には軍隊で

の在籍期間、所属の部隊、階級などが言及されてい

る。官職叙任状を得た Petits Prés は、フランス元帥

に対して、叙任状をコネタブリの書記局に登記し、
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彼をコネタブリに受け入れるよう請願する。この登

記及び受け入れの請願の日付は記されていない。 

 ここから手続はパリのコネタブリで進む。フラン

ス元帥は、コネタブリ長官に対して、請願者 Petits 

Prés の受け入れ手続の開始を命ずる（同年４月１日

付）。その後の手続はコネタブリ長官とコネタブリの

国王検事の間で進められる。すなわち、長官はコネ

タブリの国王検事へ Petits Prés の請願書を送付す

る（同年４月３日）。国王検事は彼に関する証人尋問

を請求する（日付なし。手続の流れから判断すれば、同

年４月３日）。長官はこの請求を承認し、証人尋問の

執行を指示する（同年４月３日付）。 

 請願者に関する証人尋問（人物調査・資格審査）は

長官自身によって進められる（同年４月３日）。調査

では請願者の生活態度及び品行の良さ、交際 

(conversation)、ローマ・カトリックの信仰が問題と

され、証人３名が聴取される。この調書には定型の

表現があり、請願者の品行と信仰、「国王及び公共へ

の奉仕への強い熱意が証言される。Petits Prés の場

合、いずれもパリ在住の聖職者とブルジョワ（もう

１人の証人が属する社会層は不明）が召喚されている。

この後、国王検事によって請願者の受け入れが請求

され（同年４月３日付）、請願者による宣誓の後、請

願者の受け入れの運びとなっている。 

 

3. 3.  Petits Prés の後任人事に見る将校採用の実態 

 こうして J. They des Petits Prés はルアンの副官職

を得たが、そのおよそ 10 年後、彼の死に伴って後任

人事が生じている。この人事に関する地方長官と陸

軍卿の間のやりとりがよく残っており、そこには官

職の購入希望者、故人の相続人、陸軍卿及び地方長

官の思惑がそれぞれ現れていて、また陸軍卿や地方

長官がマレショーセの将校の資質として何を想定し

ていたのかも示されていて興味深いので、いささか

長くなるがその過程を具体的に追ってみたい。この

人事には２名の候補者が関与し、うち１名が途中で

脱落、残る１名も問題を残しながらの就任であった。 

  Petits Prés は 1745 年２月 13日に死亡した(32)。空

席となった副官ポストの獲得に直ちに乗り出したの

は、エヴルゥ班の上級班長で、前のプレヴォ 

Desplantiers の義理の息子 G. de La Marche de la 

Fortelle(33) で あ る 。 彼 が 副 官ポスト取得の承認 

(agrément) を求めたのをうけて、陸軍卿ダルジャン

ソ ン  (Pierre-Marc de Voyer de Paulmy, comte 

d'Argenson)（在職：1743～1757年）はルアン総徴税管

区の地方長官ラ・ブルドネ (Louis François, marquis 

de La Bourdonnaye)（在職：1732～1755年）に、La Marche 

が才能その他の面から見て副官の職務を遂行するの

に適当と判断するか否か、その見解を尋ねている

（1745年２月 28日付）
(34)。 

  この問い合わせに対して、ラ・ブルドネは以下の

５点を挙げて La Marche を好意的に評価している。

最初に、勤務態度に関して、厳密に職務を遂行、常

に出動の準備ができている、と評価する。次に、「労

力を要する事でもほとんど騎兵たちには頼らず」、騎

兵に対しては揺るぎない (ferme) 態度、丁寧な態度

をとる、と指揮官としての資質に言及する。続いて、

振舞いについても、真面目、と評価し、さらに財力

に関しても「まずまずの収入 (revenu honnête) もあ

り」、「マレショーセの副官職を維持できる」と見な

している。最後に、刑事訴訟の審理 (instruction) に

関しては軍務同様の能力の保証はできないものの、

熟慮し、注意散漫なところは全くない人物なので、

訴訟手続において当惑することがあっても適切な人

物に自分から助言を求めるだろうとして、裁判官と

しての能力についても好意的に評価している（同年

３月 13日付）
(35)。 

 このような地方長官の好意的な見解に基づいて、

La Marche に承認が与えられる。陸軍卿は地方長官

を介して、La Marche にこの決定を通知し、「官職叙

任状の写しを交付してもらう (lever ses provisions)」

ように促している（同年３月 27日付）
(36)。かくして、

La Marche がそのまま副官職に就任するかに見え

た。 

 ところが、Petits Prés の相続人の側では、後任に

関して別のプランを持っていたのである。すなわち、

故人の寡婦は、請願書を提出し、設定額 (fixation)(37)

以上に 1,200 リーヴルの支払いを申し出ている 

Baudry なる人物と交渉する許可を求めている。副官

職を世襲財産と見なす相続人側の気持ちが見て取れ

る。勿論、すでに承認を与えている陸軍卿としては、

この請願を飲むわけにはいかない。ダルジャンソン

は地方長官を介して、La Marche に承認が与えられ

たこと、副官職の価格が 15,000 リーヴル（副官職の

官職権利金はこの価格に対して設定されている）を越え

ることを国王が望んでいないことなどを寡婦に知ら

せ、La Marche 以外の人物との交渉を認めなかった

（同年４月 19日付）
(38)。 

 この件に関して事を厄介にしているのは、La 

Marche のその後の態度である。彼は自ら働きかけ

て国王の承認を得ていながら、官職権利金の支払い

について故人の相続者と全く調整 (arrangement) せ
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ず、手続を進めるように督促されても、それに従わ

なかった(39)。La Marche が手続を進めていないこと

を知った寡婦は、譲渡手続の中断によって余儀なく

された借金や自らが被ったその他の損失にも言及し

ながら、再度、Baudry への副官職の譲渡を請願する
(40)。そこで、陸軍卿は、地方長官に対して、La Marche 

の動きを報告するよう指示し、彼がこの官職を購入

できないようであれば、Baudry の能力 (capacité) と

才能 (talents) について情報を収集し、その適性に関

する見解も合わせて知らせるよう求めている（同年

７月 26日付）
(41)。地方長官は La Marche に２週間の

猶予を与えるが、結局、彼は、期限を過ぎて地方長

官補佐 (subdélégué) のもとに赴き、副官職の購入の

ための資金を調達できないこと、かつ購入のため自

分の財産を売り払うことを望まないこと、したがっ

て購入を断念したことを伝えた(42)。こうして、La 

Marche の脱落により候補者は Baudry 一人に絞ら

れたが、Baudry の就任もスムーズに進んだわけでは

なかった。 

 ブルターニュ軽騎兵中隊 (compagnie des chevaux 

légers de Bretagne) での勤務経験があり、すでに寡婦

側との調整も終えている Baudry についても、地方

長官は肯定的に評価している。ここでの地方長官の

判断基準は、財力を除いて、軍隊経験、出身社会層、

人柄・素行、体力、裁判官としての能力である（同

年８月１日付）。すなわち、重騎兵隊 (gendarmerie) 勤

務は確かなこと、「非常に誠実な人たち、身分の高い

人たち (de fort honnêtes gens et en place)」の層に属

し、良い家系の出であると見なし得ること、良識が

あり (homme de bon sens)、品行も正しい人物である

らしいこと、身体頑強 (vigoureux) にして、副官職

に伴う疲労にも耐えられること、事件 (affaire) や刑

事訴訟手続に非常に熟達しているとは思わないが、

意志が強く、「この方面で彼に欠けているものを、特

に、勤勉なマレショーセの将校なら常に見つけるこ

とになる援助によって、彼は得るであろう」と地方

長官は考えているのである(43)。      

 Baudry に対して改めて承認が与えられ、陸軍卿は

地方長官を介して、「当該官職に直ちに叙任され得る

状態になること (se mettre incessamment en état de 

s'en faire pourvoir)」（相続人に支払いを済ませることであ

ろう：筆者補足）、また、官職叙任状に添付する証明

書の交付のため、ブルターニュの軽騎兵中隊での勤

務の証明書のオリジナルを陸軍卿に送ることを 

Baudry に命じている（同年８月８日付）(44)。前任者

の死からすでに半年が経過し、La Marche の脱落も

あり、ルアンには他に１名副官がいるとはいえ、新

しい副官の就任を陸軍卿としても急いでいたのであ

ろう。 

 ところが、ここで再び問題が生じる。すでに国王

の承認を得、相続人との交渉を終えた Baudry を副

官ポストに不適任とする報告書が出てくるのであ

る。宛先も署名も不明のこの報告書（同年８月 27 日

付）によれば、Baudry はブドウ酒に耽溺し、誰とで

も一緒に飲み、この欠点により、重騎兵隊内での昇

進が止まった（そのために重騎兵隊を辞めたという）、

ビールや火酒の販売人の娘と結婚し、ラント公債も

600 リーヴルしかなくこの職で長続きしないであろ

う、というのである(45)。地方長官は、調査の結果、

この報告書は虚偽か、ほとんど誤って報告されたと

結論し(46)、陸軍卿は彼の見解を容れている。こうし

て、慎重に行動すること、何らかの非難すべき行為

があった場合には職務の遂行を禁じることが本人に

警告されるだけで、ようやく Baudry の就任人事が

固まったのであった(47)。 

 以上、副官人事の経緯を細かく追ってきたのは、

この過程にプレヴォ及び副官の就任の条件やその難

しさが、法令類や、定型表現で埋められる就任関連

文書には現れない具体的な形で、抽出できるからで

ある。 

  まず、地方長官による候補者に関する調査項目が

注目される。好意的に評価した La Marche の脱落の

事例があるので、この調査の厳密さをどのように評

価するかは難しいところだが、少なくとも、マレシ

ョーセの将校ポストの就任者に何が求められていた

かは分かる。すなわち、軍隊経験、通常の勤務態度、

指揮官としての資質、人柄・素行、財力、出身社会

層、体力、裁判官としての能力といった条件を満た

すことである。 

 これらの条件の中で将校の職とプレヴォ裁判のあ

り方を検討する上で特に注目されるのが、彼らの裁

判官としての能力に関する言及である。プレヴォ裁

判の裁判官団の一員でありながら、マレショーセの

将校には裁判官としての能力は大して要求されては

いなかった。実際、職業軍人である彼らにそれを求

めるのにも無理があっただろう。だが、フランス元

帥からその裁判権をプレヴォ裁判所において行使す

るよう委ねられているのは、実に彼らなのであった。

上述のいずれの事例でも、王権は、訴訟手続や審理

の面での能力不足は認めながらも、陪席裁判官や近

隣の国王裁判所から補充される裁判官(48)の補佐に

よってプレヴォや副官が裁判を行うことは可能との
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立場をとっている。つまり、王権は、近隣の国王裁

判所の法曹の参加 ―プレヴォ裁判役人としての参

加にせよ、最終審として判決を下す際の応援の裁判

官としての参加にせよ― により、プレヴォ裁判のよ

り有効な機能を確保しようと試みつつ、プレヴォに

よるフランス元帥の裁判権の行使というプレヴォ裁

判の本質と建前を維持していたと考えられる。 

 次に、将校の官職の購入とその保持のために、財

力が求められていることを確認しておきたい。プレ

ヴォや副官の職が売官職であれば、官職購入の資金

の調達は極めて現実的な問題である。司法・行政関

係の上級官職保有者に関しては、王権自身が、例え

ば年齢規定の免除に見るように、様々な免除措置を

とって就任の諸条件を骨抜きにしていたことを、す

でにいくつかの研究が明らかにしている(49)。マレシ

ョーセの将校の就任条件についても、前述の 

Taifaville の事例に見るように、同様の免除措置が採

られているとすれば(50)、La Marche、Baudry いずれ

の例にも見られるように、候補者にとっては金銭面

の条件こそが最も克服すべき条件であったと考えら

れる。 

 将校の職がマレショーセ改革後もなお官職であり

続けたことによって、軍隊での指揮官としての経験

や能力を持つ、勤勉な就任希望者にも、財力という

厳しい条件が引き続き課された。売官制によって将

校職に有能な人材を確保できないという、旧マレシ

ョーセが抱えた問題点(51)は、マレショーセ改革後も

持ち越されたのである。 

 

４．終わりに 

 以上、18世紀前半期のオート＝ノルマンディー地

方のマレショーセを研究対象として設定し、同時代

の文書でともに « officier » と表記されたプレヴォ

裁判役人と将校の採用・就任について、その実態を

検証してきた。新旧マレショーセのプレヴォ裁判役

人の採用・就任手続の比較などいくつかの課題が残

されたが(52)、ここでの作業で明らかになった以下の

２点を改めて確認して稿を閉じたい。 

 まず、1720 年のマレショーセ改革で親任官となっ

たプレヴォ裁判役人の採用・就任に関しては、少な

くとも地方長官・陸軍卿のレベルで取り上げられる

問題は起きなかったのに対して、新マレショーセに

なっても官職保有者であり続けた将校の場合、売官

制に伴う問題が発生していたことである。すなわち、

前任者の遺族と将校職の購入（就任）希望者の思惑

が王権の意向以上に人事に影響し、また、購入（就

任）希望者の財力如何が採用・就任を左右していた。

将校職が売官職のままでは王権が彼らの人事に十分

な統制を及ぼすのは困難だったといえる。マレショ

ーセ改革が親任官制を導入した意義とそれを部分的

にしか導入できなかったことによる限界がここに現

れているのである。 

 次に確認しておきたいのは、マレショーセの将校

には裁判官としての能力がさほど求められていなか

ったことである。このことは必然的に、プレヴォ裁

判役人と近隣の国王裁判所から応援に来る裁判役人

たちがプレヴォ裁判において将校より重要な役割を

果たすことを示唆している。注目すべきは、それに

もかかわらず、王権がプレヴォによるフランス元帥

の裁判権の行使というプレヴォ裁判の本質と建前を

維持したことである。この点にこそ裁判所、警察を

含む国王の治安維持体制におけるマレショーセの存

在意義を解明する鍵があると思われるが、その点に

ついては稿を改めて検討することにしたい。 
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